
公    示 

 

 一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出について 

 

                         制  定 平成１２年 １月１９日 九運公福第３号 

                         一部改正  平成１７年 ５月１６日 

                         一部改正  平成１８年 ９月２９日 

                         一部改正  平成２８年１０月 ６日 

              一部改正 令和 ６年 ３月 １日 

              一部改正  令和 ７年  ４月３０日 

                         

 

 一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出について下記のと

おり定めたので公示する。 

 

                                                 平成１２年１月１９日 

                                                 九州運輸局長 中西 基員 

 

記 

 

１．事前届出書の様式 

  別紙様式による。 

 

２．事前届出書には、３に掲げる添付書類の内容が真正であるかどうかの確認を要する期間として、

実施予定日の７日前までに提出するものとする。 

  

３．事前届出書には、次に記載する書面を添付するものとする。 

  ① 既に認可を受けた自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後必要となる車庫面積 

② 面積に余裕のない場合は、車両配置平面図 

  ③ 当該届出が増車の届出である場合（代替により新たに事業用自動車を導入する場合を含

む。）には、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生

命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示（平成１

７年国土交通省告示第５０３号）で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両の

全てが加入する計画があることを証する書類（契約申込書の写し、見積書の写し） 

  ④ 増車する場合において、営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる

常勤の有資格の運行管理者の員数を確保できていることを示す書面（運行管理体制図） 

   ⑤  特定自動運行旅客運送を行う一般貸切旅客自動車運送事業者が増車する場合において、

特定自動運行保安員の選任数及びその考え方並びに配置場所が明示された書面 

⑥   増車する予定の自動車（代替の場合において新たに導入する予定の自動車を含む。）が

中古車（新車新規登録を受ける自動車以外の自動車を言う。以下同じ。）である場合にお

いて、当該自動車の点検整備記録簿の写し 

  



４．届出受理後、届出書の記載事項及び３に掲げる添付書類の内容等を確認した結果、次の各号に

該当する場合には、事業改善命令を発するものとする。 

  ① 輸送施設の停止以上の行政処分を受け、当該増車実施予定日において行政処分期間が終了

していない場合 

   ② 配置する事業用自動車の数により義務付づけられる営業所毎の常勤の有資格の運行管理者

の員数が確保されていないと認められる場合 

  ③ 特定自動運行旅客運送を行う場合において、特定自動運行保安員の選任数及びその考え方

並びに配置場所が輸送の安全の観点から適切でないと認められる場合 

④ 増車する予定の自動車が中古車である場合において、道路運送車両法第４８条に定める定

期点検整備が行われていないと認められる場合 

 

附 則（平成１２年１月１９日 九運公福第３号） 

  この基準は平成１２年２月１日以降の当局管内の支局において受け付ける申請について適用す

る。 

 

附 則（平成１７年５月１６日 九運公福第１２号） 

  この基準は平成１７年５月１６日以降の当局管内の支局において受け付ける申請について適用

する。 

 

附 則（平成１８年９月２９日 九運公第３３号） 

 この基準は平成１８年１０月１日以降の当局管内の支局において受け付ける申請について適用

する。 

 

附 則（平成２８年１０月６日 九運公第４２号） 

 この基準は平成２８年１１月１日以降の当局管内の支局において受け付ける申請について適用

する。 

 

附 則（令和６年３月１日 九運公第１４７号） 

 この基準は令和６年３月１日以降の当局管内の支局において受け付ける届出について適用する。 

 

附 則（令和７年４月３０日 九運公第２２号） 

 この基準は令和７年４月３０日以降の当局管内の支局において受け付ける届出について適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（別添）                                   新様式 

一般旅客自動車運送事業の事業計画 

(事業用自動車の数)変更事前届出書 

            

         年 月  

            

  ○○運輸局          

   ○○運輸支局長 殿        

       住所     

       氏名又は名称  

       代表者名    

       (連絡先)   

            

  道路運送法第 15 条第 3 項及び同法施行規則第 15 条第 2 項で準用する第 14 条の規定によりお

届けいたします。 

氏名又は名称 

及び住所並び 

に代表者氏名 

  

  

変更しようと 

する事項 

  
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数 

増車(減車) 

実施予定日 

  
     年  月  日 

備考 
  

  

           

営業所別の事業用自動車の数 

別紙のとおり。 

 

増減車両の明細、自動車車庫の位置及び収容能力（略）  

 

 

    

 

 

 



  

（別紙） 

営業所別の事業用自動車の数 

 

  新旧の別 新 旧 

  
内訳 

大型車 中型車 小型車 
コミュー

ター車 
計 大型車 中型車 小型車 

コミュー

ター車 
計 

営業所名 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

                               

                               

                               

Ａは、事業用自動車のうち、自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車数を除いた数を記載する。 

Ｂは、事業用自動車のうち、自動運行旅客運送（特定自動運行旅客運送を除く。）の用に供する事業用自動車数を記載する。 

Ｃは、事業用自動車のうち、特定自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車数を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


